
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
休

日
交
付

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
郵
送
で
申

請
を
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
顔
写
真
付
）
の
交
付
に
つ
い
て
、

仕
事
等
で
平
日
に
受
け
取
り
が
で

き
な
い
方
を
対
象
に
次
の
と
お
り

休
日
交
付
を
実
施
し
ま
す
。
休
日

交
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
交
付

日
の
前
々
日
ま
で
に
役
場
住
民
課

へ
電
話
で
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

日　
７
月
12
日
㈰
９
時
～
12
時

場　
住
民
課
窓
口

必
要
書
類
▼
交
付
通
知
書
（
は
が

き
）
、
本
人
確
認
書
類
、
通
知

カ
ー
ド
等

※
必
要
書
類
は
申
請
者
に
よ
り
異

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
電
話
予
約

時
に
ご
案
内
し
ま
す
。

問　
住
民
課
内○
２
１
１
４

マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
設
定
支
援
の

た
め
の
特
設
カ
ウ
ン
タ
ー
を

設
置
し
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得

し
、
マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
（
専
用
Ｉ

Ｄ
）
を
設
定
し
て
、
一
定
額
を
前

払
い
等
し
た
方
に
対
し
、
国
か
ら

「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
」
が
付
与
さ

れ
ま
す
。
（
令
和
２
年
度
実
施
予

定
）

　
町
で
は
、
マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
の
設

定
な
ど
を
支
援
す
る
た
め
の
特
設

カ
ウ
ン
タ
ー
を
役
場
庁
舎
内
に
ご

用
意
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
機

会
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日　
６
月
10
日
㈬
～
７
月
22
日
㈬

（
土
日
祝
日
除
く
）
８
時
30
分
～

12
時
、
13
時
～
17
時
15
分

場　
役
場
東
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー

持　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得

し
た
時
に
設
定
し
た
数
字
４
桁
の

暗
証
番
号
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

問　
企
画
課
内○
２
６
１
２

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
や
納

付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
が
承
認

さ
れ
た
期
間
は
、
保
険
料
を
納
め

た
場
合
よ
り
も
将
来
受
け
取
る
年

金
額
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
期
間
は
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

こ
と
（
追
納
）
が
で
き
、
保
険
料

を
納
付
し
た
場
合
と
同
じ
年
金
額

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
年
度
目
以
降
の
期
間
を
追
納
す

る
場
合
は
当
時
の
保
険
料
に
加
算

額
が
つ
き
ま
す
の
で
、
生
活
に
ゆ

と
り
が
で
き
た
ら
早
め
に
追
納
す

る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

問　
保
険
医
療
課
内○
２
１
７
３

町
県
民
税
の
納
付
は
６
月
か

ら
　
令
和
２
年
度
の
町
県
民
税
（
住

民
税
）
額
を
６
月
に
決
定
し
ま
す
。

課
税
さ
れ
る
方
に
は
、
次
の
①
～

③
の
各
通
知
書
で
年
税
額
な
ど
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
ま
た
、
昨
年
度
の
申
告
内
容
や

収
入
の
種
類
な
ど
に
よ
り
、
年
税

額
を
複
数
の
方
法
で
納
付
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。
通
知
書
が
届
か
な
い
場

合
は
税
務
課
に
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
非
課
税
の
方
に
は
通
知

書
は
届
き
ま
せ
ん
。

通
知
書
、
納
付
方
法
◀

①
給
与
所
得
等
に
係
る
町
民
税
・

県
民
税
特
別
徴
収
税
額
の
決
定
通

知
書
…
６
月
～
令
和
３
年
５
月
の

毎
月
の
給
与
か
ら
、
町
県
民
税
を

12
回
に
分
け
て
特
別
徴
収
（
天
引

き
）
し
、
事
業
所
が
納
付
し
ま
す
。

②
公
的
年
金
所
得
に
係
る
年
金
特

徴
税
額
の
決
定
通
知
書
…
４
月
～

令
和
３
年
２
月
の
各
偶
数
月
に
支

給
（
６
回
）
さ
れ
る
公
的
年
金
か

ら
町
県
民
税
を
天
引
き
し
ま
す
。

４
・
６
・
８
月
は
前
年
度
に
通
知

し
た
仮
徴
収
税
額
を
天
引
き
し
ま

す
。
②
に
加
え
①
の
方
法
で
も
納

付
す
る
方
は
、
②
の
通
知
書
に
内

訳
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
納
税
通
知
書
（
普
通
徴
収
分
）

…
年
税
額
の
う
ち
、
①
②
以
外
の

税
額
を
４
回
に
分
け
て
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
で
納
付
し
ま
す
。

③
に
加
え
①
ま
た
は
②
の
方
法
で

行政情報および
個人情報の開示状況

　令和元年度における町情報公開条例
および町個人情報保護条例に基づく開
示状況は次のとおりでした。

区　分 件数 処理状況 件数

行政情報に関する
開示請求 45件

全部開示 38件
部分開示 ５件
非開示 ２件

個人情報に関する
開示請求 ７件

全部開示 ２件
部分開示 ５件
非開示 ０件

問　総務課内○２２２２
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内…内容　　日…日時　　場…場所　　対…対象　　定…定員
持…持ち物　費…費用・参加費（記載のないものは無料）
講…講師　　申…申込み　問…問合せ

も
納
付
す
る
方
は
、
③
の
通
知
書

に
そ
の
内
訳
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。

問　
税
務
課
内○
２
１
５
２

バ
ン
ダ
ナ
を
配
布
し
ま
す

　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語
機
能

に
障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
が
、
災

害
時
等
に
お
い
て
、
手
話
等
で
の

支
援
の
希
望
や
、
健
聴
者
が
手
話

等
で
の
支
援
が
可
能
な
こ
と
を
意

思
表
示
す
る
こ
と
の
で
き
る
バ
ン

ダ
ナ
を
希
望
者
に
配
布
し
ま
す
。

配
布
窓
口
▼
福
祉
課
障
害
者
福
祉

係
ま
た
は
総
合
福
祉
係

問　
福
祉
課
内○
２
１
２
２
、
２
１

２
５手

話
通
訳
者
・
要
約
筆
記
者

を
派
遣
し
ま
す

　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語
機
能

に
障
が
い
の
あ
る
方
の
社
会
参
加

を
促
進
す
る
た
め
、
埼
玉
聴
覚
障

害
者
福
祉
会
か
ら
手
話
通
訳
者
・

要
約
筆
記
者
を
無
料
で
派
遣
し
て

い
ま
す
。

派
遣
目
的
▼
官
公
庁
、
裁
判
所
、

警
察
、
学
校
、
病
院
そ
の
他
の
公

共
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
図
る
場

合
な
ど

派
遣
の
範
囲
▼
県
内
全
域

問　
福
祉
課
内○
２
１
２
２

第
十
一
回
特
別
弔
慰
金

　
戦
後
75
年
に
あ
た
り
、
国
と
し

て
弔
慰
の
意
を
表
す
る
た
め
に
、

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
に
特
別
弔
慰

金
を
支
給
し
ま
す
。
第
十
一
回
特

別
弔
慰
金
は
、
額
面
25
万
円
５
年

償
還
の
記
名
国
債
で
す
。

対　
令
和
２
年
４
月
１
日
に
公
務

扶
助
料
等
の
年
金
給
付
の
受
給
権

を
有
す
る
者
が
遺
族
の
中
に
一
人

も
い
な
い
遺
族
の
方

請
求
期
間
▼
令
和
５
年
３
月
31
日

ま
で

※
支
給
対
象
の
要
件
や
必
要
な
書

類
に
つ
い
て
は
、
請
求
者
に
よ
り

異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
福

祉
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問　
福
祉
課
内○
２
１
２
５

縦550㎜×横550㎜

町税等の納期のお知らせ

納期限 ６月30日㈫
納付は納期限までにお忘れなく

　町税等の納付は、便利な口座振替をご
利用ください。口座振替申込書は、納付書
に同封しているほか、収税課窓口にありま
す。通帳および通帳使用印をご持参のうえ、
収税課または取扱金融機関でお申し込みく
ださい。
※口座振替の開始は、申込月の翌月末以
降の納期分からとなります。
問　収税課内○２１４２

町県民税（普通徴収）　１期

下水道事業受益者
負担金の納期のお知らせ

問　上下水道課
　　 ７２１－５５５５

第１期納期限

６月30日㈫
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